
令和 5 年 3 月 1 日 

 

院内でのマスクの着用・感染対策継続のお願い  

 

 

平素より新型コロナウイルス感染対策にご協力いただき感謝しております。 さて、皆様

もすでにご承知のように、令和 5 年 3 月 13 日以降、マスクの着用は個人の主体的な選

択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。  

ただし、厚生労働省では、高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の

場面ではマスクの着用を推奨しています。  

 

・ 患者が医療機関を受診する時  

・ 高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ

訪問する時  

・ 通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバスに乗車する時  

・ 流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時 

 

以上の事をふまえ、今後も院内におきましては、引き続きマスクの着用・感染対策を継続

いたします。何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

すながわ内科クリニック 

感染対策委員会 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


